
― 1 ―

平成２４年第４回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

第１号（平成２４年１１月３０日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎議事日程

第１ 開 会

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 会期の決定

第４ 諸 報 告

─────────────────

（本定例会に提出された事件）

第５ 議案第93号 平成２４年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）

第６ 議案第94号 平成２４年度三沢市一

般会計補正予算（第４号）

第７ 議案第95号 平成２４年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号）

第８ 議案第96号 平成２４年度三沢市農

業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）

第９ 議案第97号 平成２４年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

２号）

第10 議案第98号 平成２４年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号）

第11 議案第99号 平成２４年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第12 議案第100号 平成２４年度三沢市水

道事業会計補正予算（第１号）

第13 議案第101号 平成２４年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号）

第14 議案第102号 三沢市特別職の職員の

給料等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

第15 議案第103号 職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定

について

第16 議案第104号 三沢市東日本大震災復

興交付金基金条例の制定につい

て

第17 議案第105号 三沢市防災及び協働の

まちづくり推進基金条例の制定

について

第18 議案第106号 三沢市学校給食セン

ター条例の一部を改正する条例

の制定について

第19 議案第107号 三沢市重度心身障害者

医療費助成条例の一部を改正す

る条例の制定について

第20 議案第108号 三沢市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条

例の制定について

第21 議案第109号 三沢市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める

条例の制定について

第22 議案第110号 三沢市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

第23 議案第111号 三沢市営住宅条例の一

部を改正する条例の制定につい

て

第24 議案第112号 三沢市農産物加工施設
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午前１０時００分 開会

─────────────────

◎日程第１ 開 会

○議長（舩見亮悦君） 出席議員は定足数に

達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。

これより、去る１１月２２日告示招集され

ました平成２４年三沢市議会第４回定例会を

開会します。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第１号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（舩見亮悦君） 日程第２ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、５番瀬崎雅弘議員、１

５番馬場騎一議員の両名を指名します。

─────────────────

◎日程第３ 会期の決定

○議長（舩見亮悦君） 日程第３ 会期の決

定を行います。

お諮りします。

今定例会の会期は、会期日程表案のとお

り、本日から１２月１３日までの１４日間と

したいと思います。これに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、会期は、本日から１２月１３日ま

での１４日間と決定しました。

─────────────────

◎日程第４ 諸報告

○議長（舩見亮悦君） 日程第４ 諸報告

は、印刷してお手元に配付したとおりです。

御了承願います。

─────────────────

◎日程第 ５ 議案第 ９３号から

日程第４２ 議案第１３０号まで

○議長（舩見亮悦君） 次に、日程第５ 議

案第９３号から日程第４２ 議案第１３０号

までの全議案を一括上程します。

─────────────────

◎日程第４３ 提案理由の説明

○議長（舩見亮悦君） 日程第４３ 提案理

由の説明を願います。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

本日ここに、平成２４年三沢市議会第４回

定例会の開会に当たり、上程されました議案

の主なるものについて、その概要を御説明申

し上げ、御審議の参考にしていただきたいと

存じます。

まず、議案第９３号平成２４年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）の概要について御

説明申し上げます。

この補正予算は、１２月１６日執行されま

す衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査に要する経費の予算措置が緊要となっ

たものであります。

この結果、補正総額は、歳入歳出ともに

２,６４６万５,０００円の増額補正となった

ところであります。

次に、議案第９４号平成２４年度三沢市一

般会計補正予算（第４号）の概要について御

説明申し上げます。

この補正予算は、東日本大震災により被災

した漁民研修施設等の復旧に要する経費の財

源とするため、東日本大震災復興交付金を基

金として積み立てるための予算措置のほか、

国庫補助金の決定通知等に基づく事業費の調

整並びに緊要な一般行政経費の補正でありま

す。

この結果、補正総額は、歳入歳出ともに４

億７,５２０万円の増額補正で、既定額との

累計では２２７億２,７４６万５,０００円と

なり、前年度同期の予算額との比較では８,

６３６万５,０００円、０.４％の増となった

ところであります。

以下、歳出の主なるものについて御説明申

し上げます。

まず、総務費では、子供医療費の助成財源

として、特定防衛施設周辺整備調整交付金を
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基金に積み立てるため、特定防衛施設周辺整

備調整交付金事業基金費として１億５,０３

２万７,０００円を増額し、地域防災力の強

化とまちづくり活動の充実を図るため、核燃

料物質等取扱税交付金を財源に基金を造成す

るものとし、防災及び協働のまちづくり推進

基金費として９,３２２万６,０００円を、東

日本大震災により被災した漁民研修施設等の

復旧に要する経費の財源として、東日本大震

災復興交付金を財源に基金を造成するものと

し、東日本大震災復興交付金基金費として３

億１,８５５万４,０００円を予算措置いたし

ました。

民生費では、生活介護給付費等の増によ

り、障害者自立支援給付費として７,５１６

万６,０００円を、介護給付費等の増によ

り、介護保険特別会計に対する操出金として

１,７６１万９,０００円を、医療扶助費等の

増により、生活保護扶助費として１,９５９

万５,０００円を、それぞれ増額いたしまし

た。

衛生費では、岩手県北地区からの災害廃棄

物受け入れに要する経費として、災害廃棄物

受入業務委託料８７３万３,０００円を予算

措置いたしました。

農林水産業費では、水産流通基盤整備事業

等の前倒しによる事業費の増により、水産物

供給基盤整備事業として１,５９４万円を増

額いたしました。

土木費では、事業費の確定により、市道岡

三沢・平畑線外１整備事業について２,４４

８万７,０００円を減額し、三沢飛行場周辺

整備統合事業につきましても事業費の減によ

り７,２１２万４,０００円を減額いたしまし

た。

災害復旧費では、漁民研修施設及び漁民厚

生施設の高台移転に伴う測量設計業務委託料

等として、漁港内施設災害復旧事業４８２万

５,０００円を、漁民研修施設及び漁協事務

所等の高台移転に伴う実施設計業務及び地質

調査業務に係る委託料として、漁民研修施設

等復興整備事業１,４８９万８,０００円を、

漁民厚生施設の高台移転に伴う実施設計業務

及び地質調査業務に係る委託料として３３７

万９,０００円を、それぞれ予算措置いたし

ました。

次に、歳入について御説明申し上げます。

地方交付税につきましては４４８万４,０

００円、国庫支出金につきましては３億３,

５００万２,０００円、県支出金につきまし

ては１億１,６６３万４,０００円、財産収入

につきましては３,８３８万９,０００円、寄

附金につきましては１０万円、繰入金につき

ましては２,０１９万１,０００円を、それぞ

れ増額し、市債につきましては３,９６０万

円減額するものであります。

以上が、平成２４年度三沢市一般会計補正

予算（第４号）の概要であります。

次に、議案第９５号から議案第１０１号ま

での７議案は、特別会計等の補正予算であり

ますが、御審議の際に詳細に御説明申し上げ

たいと存じますので、御了承を賜りたいと存

じます。

次に、議案第１０２号から議案第１２０号

までの１９議案は、三沢市特別職の職員の給

料等に関する条例の一部改正等、行政運営上

必要な条例の制定、改正であります。

次に、議案第１２１号から議案第１２４号

までの４議案は、三沢市立三沢病院事業に地

方公営企業法の全部を適用するとともに、管

理者を設置するために必要な条例の制定、改

正であります。

次に、議案第１２５号から議案第１２８号

までの４議案は、三沢市公会堂等の指定管理

者の指定についてであり、議案第１２９号及

び議案第１３０号は、青森県市町村総合事務

組合及び青森県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体数の減少及び同組合規約

の変更についてであります。

以上をもちまして、提案いたしました議案

について、その概要を御説明申し上げました

が、議事の進行に伴い、御質問等に応じ、本

職並びに関係部長等から詳細に御説明申し上

げたいと存じます。
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なお、ただいま御説明申し上げました議案

のうち、議案第９３号平成２４年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）並びに議案第１０

２号三沢市特別職の職員の給料等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について及び

議案第１０３号職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての３議案に

つきましては、緊要を要しますことから、本

日御審議いただきますようお願い申し上げま

す。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決

賜りますようお願いを申し上げます。

以上であります。

─────────────────

◎日程順序変更の議決

○議長（舩見亮悦君） この際、お諮りしま

す。

ただいま一括上程した議案のうち、日程第

５ 議案第９３号、日程第１４ 議案第１０

２号及び日程第１５ 議案第１０３号の３議

案については、日程の順序を変更し、本日、

先議いたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、日程第５ 議案第９３号、日程第

１４ 議案第１０２号及び日程第１５ 議案

第１０３号の３議案については、日程の順序

を変更し、本日、先議することと決しまし

た。

お諮りします。

先議する議案第９３号、議案第１０２号及

び議案第１０３号の３議案については、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会付

託を省略し、本会議審議としたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、委員会付託を省略することと決し

ました。

─────────────────

◎日程第５ 議案第９３号

○議長（舩見亮悦君） 日程第５ 議案第９

３号平成２４年度三沢市一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。

当局の説明を求めます。

政策財政部長。

○政策財政部長（米田光一郎君） 議案第９

３号平成２４年度三沢市一般会計補正予算

（第３号）の概要について御説明申し上げま

す。

今回の補正予算は、平成２４年１１月１６

日に衆議院が解散となり、１２月１６日に衆

議院議員の総選挙及び最高裁判所裁判官の国

民審査が実施されることから、総選挙に要す

る経費の予算措置が緊要となったための補正

でございます。

この結果、補正総額は、歳入歳出ともに

２,６４６万５,０００円の増額補正で、既定

額との累計では２２２億５,２２６万５,００

０円となったところでございます。

以下、予算書２ページの第１表、歳入歳出

予算補正に基づき、歳入から御説明申し上げ

ます。

１４款の国庫支出金につきましては、衆議

院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

執行経費委託金として２,６４６万５,０００

円といたしております。

次に、３ページの歳出について御説明いた

します。

２款の総務費につきましては、衆議院議員

総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行

経費として、歳入と同額の２,６４６万５,０

００円といたしております。

以上が、平成２４年度三沢市一般会計補正

予算（第３号）の概要でございます。よろし

くお願いします。

○議長（舩見亮悦君） それでは、質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 質疑を終結します。

続いて、討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 討論を終結します。

これより、採決します。

議案第９３号は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議案第９３号平成２４年度三沢市

一般会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り可決と決しました。

─────────────────

◎日程第１４ 議案第１０２号

○議長（舩見亮悦君） 日程第１４ 議案第

１０２号三沢市特別職の職員の給料等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。

当局の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（佐々木卓也君） 議案第１０２

号三沢市特別職の職員の給料等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について御説明

申し上げます。

この議案は、青森県の特別職の職員の期末

手当の支給割合の改定に準じ、市長及び副市

長の期末手当の支給割合を改めるため提案す

るものであります。

議案書の２ページをごらんいただきたいと

思います。

第１条の改正は、本年１２月に支給される

期末手当の支給割合を１００分の１５５から

１００分の１４５に引き下げるものでありま

す。

第２条の改正は、来年度以降、６月及び１

２月に支給される期末手当の支給割合を、６

月については１００分の１４０から１００分

の１３５に引き下げ、１２月については１０

０分の１５０とするものであります。

なお、この改正に伴い、この条例を準用し

ている三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁

償に関する条例及び三沢市教育委員会教育長

の給与、勤務時間等に関する条例において

も、同様に期末手当の支給割合が改められる

こととなります。

附則につきましては、施行日を、第１条の

規定は平成２４年１２月１日、第２条の規定

は平成２５年４月１日とするものでありま

す。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○議長（舩見亮悦君） それでは、質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 質疑を終結します。

続いて、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 討論を終結します。

これより、採決します。

議案第１０２号は、原案のとおり可決すべ

きものと決することに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議案第１０２号三沢市特別職の職

員の給料等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、原案のとおり可決と決

しました。

─────────────────

◎日程第１５ 議案第１０３号

○議長（舩見亮悦君） 日程第１５ 議案第

１０３号職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。

当局の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（佐々木卓也君） 議案第１０３

号職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。

この議案は、青森県人事委員会の給与等に

関する勧告に基づく県の職員の給与改定に準

じ、職員の期末手当の支給割合を改めるため

提案するものであります。

議案書の４ページをごらんいただきたいと

思います。

第１条の改正は、本年１２月に支給される
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期末手当の支給割合を、一般職の職員につい

ては１００分の１３７.５から１００分の１

２７.５に、再任用職員については１００分

の８０から１００分の７５に、それぞれ引き

下げるものであります。

第２条の改正は、一般職の職員に来年度以

降支給される期末手当の支給割合について、

６月にあっては１００分の１２２.５から１

００分の１１７.５に引き下げ、１２月に

あっては１００分の１３２.５に改めるもの

であります。

附則につきましては、施行日を、第１条の

規定は平成２４年１２月１日、第２条の規定

は平成２５年４月１日とするものでありま

す。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○議長（舩見亮悦君） それでは、質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 質疑を終結します。

続いて、討論を行います。

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。

４番奥本菜保巳議員。

○４番（奥本菜保巳君） 議案第１０３号職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、反対の立場で討論いたしま

す。

衆議院選挙を前に、各政党が日本の経済の

立て直しを打ち出しています。本当に経済を

立て直すと言うのなら、国民の懐を暖めて、

内需を拡大、国内の経済を活性化させなけれ

ばなりません。

金融緩和策を繰り返しても、景気に回復に

も雇用の改善にも結びつかないことは、今の

経済の現状を見れば明らかなことです。金融

緩和しても、お金が銀行や大企業にとどま

り、市中に回っていません。そして、国民の

所得は減り続け、消費の停滞するデフレの悪

循環が続いています。

人を物のように扱い、安い賃金で働かせ、

今では若い人たちの非正規労働者は４割にも

及んでいます。人間を大切にし、社会に貢献

できる優秀な人材の育成に力を入れなけれ

ば、国は滅びてしまいます。

地域の経済をよくするためには、地域で働

く住民の給料をふやして消費を促し、お金を

地元に落とす仕組みをつくり、お金を循環さ

せなければなりません。

そして、民間の給与が当たり前に生活でき

るレベル、公務員と同じレベルに押し上げる

ための政策が必要です。公務員と民間労働者

の賃金の引き下げ競走はやめさせなければな

りません。

中小零細企業への経営支援の政策とあわせ

て、当たり前に生活できる民間の賃金の確保

が必要です。それによって地域経済は活性化

します。

給与の引き下げ競走は、景気対策と逆行し

ます。職員の給与、期末手当の削減は、これ

まで毎年繰り返されてきました。何度も言っ

ておりますが、三沢市の職員の給与は、県内

の自治体の中でも低い位置になっています。

東北町より、六戸町よりも低いのです。

さらに、人員の削減も余儀なくされなが

ら、さまざまな国の政策に振り回され、ずっ

と事務量はふえ続けています。

このような状況にあって、賃金の引き下げ

が続けば、優秀な人材の確保と育成ができな

くなり、ひいては、住民サービスの低下につ

ながってしまいます。

よって、回り回って三沢市民、民間にも悪

影響を及ぼし、地域経済を低迷させる。そし

て、給料の引き下げ競走をあおる当該議案に

対し、反対を表明いたします。

○議長（舩見亮悦君） 討論を終結します。

これより、採決します。

議案第１０３号は、原案のとおり可決すべ

きものと決することに賛成の方の起立を求め

ます。

（賛成者起立）

○議長（舩見亮悦君） 起立多数です。

よって、議案第１０３号職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について
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は、原案のとおり可決と決しました。

─────────────────

○議長（舩見亮悦君） 以上で、本日の日程

は終了いたしました。

なお、明日から１２月５日までは、議案熟

考のため、本会議は休会となります。

次回本会議は１２月６日で、市政に対する

一般質問を行います。

本日は、これをもって散会します。

午前１０時２９分 散会


